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   大磯町土地埋立て等規制条例を廃止する条例 

 
１ 概要 

 

土地における盛土行為規制や土砂の搬出などの届出や許可などは、宅地造成等規制

法に基づき「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」により手続きなどが行われ、面

積要件などで県条例に該当しないものは「大磯町土地埋立て等規制条例」を制定する

ことで、町内の土砂等による土地の埋立てや盛土などの規制を行ってきました。 

しかし、令和３年７月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、

宅地造成等に伴うがけ崩れや土砂の流出による災害を防止し、危険な盛土等を全国一

律の基準で包括的に規制できるよう、法の抜本的改正が行われ、新たに「宅地造成及

び特定盛土等規制法」（盛土規制法）が令和５年５月 26日に施行されました。 

この盛土規制法の施行を踏まえ、「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」の改正

（令和６年 10月 22日公布、令和７年４月１日施行）が行われたことにより、現在あ

る「大磯町土地埋立て等規制条例」の内容が包含されることから、経過措置を設けた

うえで町の条例を廃止するものです。 

 

＜許可の対象＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● [現 状](現在の県及び町の条例) 

● [令和７年４月１日～](県条例) 
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＜許可が必要となる盛土等の規模＞ 

 
 

２ 内容 

 

(1) 施行期日 

  令和７年４月１日 

 

(2) 経過措置 

現在の町条例の廃止前まで（令和７年３月 31日予定）に許可を受け、工事着手中

にあり完了していない場合は、引き続き、現在の町条例による規制などを可能とする

経過措置を附則に設けます。 

なお、経過措置の期間は、神奈川県と同様に令和 10年３月 31日までの３年間とし

ます。 

 

ア 附則第２項 

埋立て等の許可や変更の許可を受け、工事着手中のものは、事業者の責務、許可

基準、許可条件、許可又は不許可に係る標準処理期間、許可又は不許可通知、標識

の設置、完了の届出、完了の検査、措置命令、取消し等の処分、廃止の届出などの

経過措置が適用できるようにします。 

 

イ 附則第３項 

許可基準違反による取消し等の処分にかかる報告の徴収、立入調査、違反事実の

公表について経過措置が適用できるようにします。 

 

ウ 附則第４項及び第５項 

経過措置の期間内において、盛土規制法により県の許可や措置命令、災害防止措

置がされた場合、経過措置は適用しないようにします。 

 

エ 附則第６項 

罰則について経過措置が適用できるようにします。 



3 

 

３ 参考資料 

 

○大磯町土地埋立て等規制条例 

平成９年３月 12日大磯町条例第１号 

大磯町土地埋立て等規制条例 

（目的） 

第１条 この条例は、大磯町の環境を保全するため、土砂等による土地の埋立て、盛土若しくは

土砂等のたい積又は切土による環境の破壊を防止するための必要な規制を行うことにより、

良好な環境を確保するとともに災害の発生を防止することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 土砂等 土砂、砂利、岩石等で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第

137号）第２条第１項に規定する廃棄物以外のものをいう。 

(２) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土若しくは土砂等のたい積又は切土をいう。 

(３) 事業主 埋立て等に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら当該工

事を施行する者をいう。 

(４) 工事施行者 事業主と請負契約により埋立て等の工事を請け負った者又はその下請者をい

う。 

（事業者の責務） 

第３条 事業主及び工事施行者（以下「事業者」という。）は、埋立て等に係る工事を施行するに

当たり、その事業及び工事方法の概要等について、周辺住民に対して周知するように努めな

ければならない。 

２ 事業者は、埋立て等に係る工事を施行するに当たっては、この条例の目的を理解し、本町が

行う諸施策に積極的に協力して環境の保全及び災害の予防に努めなければならない。 

３ 事業者は、埋立て等の工事に伴って周辺住民に対する生活妨害等を生じさせたときは、誠意

をもって解決に当たらなければならない。 

（財産権の尊重） 

第４条 町長は、この条例を適用するに当たって、事業主の所有権その他の財産権を尊重するよ

う配慮しなければならない。 

（埋立て等の許可） 

第５条 事業主は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該埋立て等に係る工事に着手す

る前に、町長の許可を受けなければならない。 

(１) 埋立て等に係る土地の面積が 500平方メートル以上となるもの 

(２) 埋立て等に係る土地の面積が 300平方メートル以上 500平方メートル未満のもののうち、

埋立て等に係る土地に隣接する土地において、その埋立て等の工事に着手する日前１年以内

に埋立て等が行われ、又は行われている場合は、その面積の合計が 500平方メートル以上と

なるもの 

(３) 盛土若しくはたい積又は切土の高さが１メートル以上となり、かつ、その盛土若しくはたい積

又は切土に係る土砂等の量が 500立方メートル以上となるもの 
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２ 埋立て等の規模が第１項各号のいずれかに該当し、かつ、農地法（昭和 27年法律第 229

号）第４条第１項に規定する農地の転用又は同法第５条第１項に規定する農地等の権利移動

に伴って行われる農地等の転用の内容となるとき、又は森林法（昭和 26年法律第 249号）第

10条の２第１項の規定による許可を要するときは、それぞれの規定による許可を受け、又は

届出を行うとともに、埋立て等の許可を受けなければならない。 

（許可の適用除外） 

第６条 前条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する埋立て等について

は、埋立て等の許可を受けることを要しない。 

(１) 前条第２項の規定以外の他の法令（条例を含む。）の規定による許可、認可等を受け、又は

届出等をして行う埋立て等 

(２) 国、神奈川県その他公法人が行う埋立て等 

(３) 風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合の埋立て等 

（許可申請の手続） 

第７条 埋立て等の許可を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に

提出しなければならない。 

(１) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 

(２) 埋立て等の目的 

(３) 埋立て等に係る土地の位置 

(４) 埋立て等に係る土地の面積 

(５) 埋立て等に係る土砂等の量 

(６) 盛土又は切土の高さ 

(７) 埋立て等の工事期間 

(８) 埋立て等の設計 

(９) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項に規定する申請書には、埋立て等に係る土地の位置図、登記簿謄本及び規則で定める

書類を添付しなければならない。 

３ 埋立て等の許可を受けようとする者は、土地に係る権原が所有権以外の権利であるときは、

その土地の所有者との共同により申請して、埋立て等の許可を受けなければならない。 

４ 第２項に規定する書類のほか、前項の場合における所有権以外の権利については、権利の

存在を証する契約書等の写しを第１項に規定する申請書に添付しなければならない。ただし、

他の適切な方法により、その権利の存在を証することができるときは、この限りでない。 

（許可の基準） 

第８条 町長は、埋立て等の許可の申請があった場合において、当該申請に係る埋立て等が次

の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、埋立て等の許可をしてはならな

い。 

(１) 埋立て等に係る区域及び周辺の地域における自然環境を保全するため、樹木等の植栽、

保存等の必要な措置が講じられていること。 

(２) 埋立て等に係る区域の周辺地域の生活環境を保全するため、騒音、振動、粉じん、水質汚

濁等の防止について必要な措置が講じられていること。 
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(３) 埋立て等に係る区域及び周辺の地域に、いっ水、土砂等の流出等が発生しないようにする

ために、防災上必要な措置が講じられていること。 

(４) 埋立て等の工事に伴う事故を防止するために必要な措置が講じられていること。 

２ 前項各号に掲げる基準を適用するために必要な事項は、規則で定める。 

（許可の条件） 

第９条 町長は、第５条第１項の埋立て等の許可をするに際して、環境の保全及び災害の防止上

必要な条件を付すことができる。 

（許可又は不許可に係る標準処理期間） 

第 10条 第７条第１項に規定する申請書が提出されてから、その申請に対する許可又は不許可

の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、その申請書が提出された日の翌日から起

算して 45日を経過する日とする。 

（許可又は不許可の通知） 

第 11条 町長は、埋立て等の許可の申請について、許可又は不許可の処分をするときは、申請

をした者に対して文書により通知しなければならない。この場合において、不許可の処分をす

るときは、処分の理由を明記しなければならない。 

（標識の設置） 

第 12条 事業主は、埋立て等の許可を受けた後その工事が完了するまでの間、町が指定した

当該埋立て等に係る土地に規則で定める標識を設置しなければならない。 

（変更の許可等） 

第 13条 事業主は、第７条第１項第３号から第８号に掲げる事項を変更しようとするときは、規

則で定める変更申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。 

２ 事業主は、第７条第１項第１号、第２号及び第９号に掲げる事項を変更しようとするときは、そ

の旨を町長に届け出なければならない。 

３ 第８条及び第９条の規定は、第１項の規定による許可について準用する。 

４ 第１項に規定する申請書が提出されてから処理を要すべき標準的な期間は、申請書が提出

された日の翌日から起算して 15日を経過する日までとする。この場合における次条、第 17

条、第 18条及び第 21条の規定の適用については、第１項の規定による変更許可又は第２項

の規定による変更届出に係る内容を埋立て等の許可の内容とみなす。 

（許可に基づく地位の承継） 

第 14条 事業主について相続、合併又は営業譲渡（次項において「相続等」という。）があったと

きは、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人又は営業譲渡を受けた

法人は、その事業主が有していた当該許可に基づく地位を承継する。 

２ 事業主から埋立て等に係る土地の所有権その他当該埋立て等を行うことができる権原を取

得した者（相続等により取得した者を除く。）は、その旨を町長に届け出てその事業主が有して

いた埋立て等の許可に基づく地位を承継することができる。 

３ 事業主が有していた埋立て等の許可に基づく地位を第１項の規定により承継した者は、その

承継した日から起算して 10日以内に、又はその地位を前項の規定により承継しようとする者

は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。 

（報告の徴収） 
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第 15条 町長は、事業者に対して、この条例の施行のために必要な限度において、埋立て等の

工事の状況その他必要と認める事項に関して報告を求めることができる。 

２ 事業者は、前項の規定により町長から報告を求められたときは、その日から起算して５日以

内に報告しなければならない。 

（立入調査） 

第 16条 町長は、埋立て等の許可（変更許可を含む。）を行うか否かの審査又は埋立て等に係

る工事の状況確認若しくは第 22条第２項に規定する検査のために、職員を埋立て等に係る

区域の土地に立ち入らせて調査させることができる。 

２ 前項の規定より立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、土地所有者等の

関係者から請求があったときは提示しなければならない。 

（措置命令） 

第 17条 町長は、埋立て等の工事が埋立て等の許可の内容に適合していないと認めたときは、

事業者に対して当該工事の全部若しくは一部を停止し、又は相当の期限を定めて、埋立て等

の許可の内容に適合させるために必要な措置を講じるように命令することができる。 

（許可の取消し等の処分） 

第 18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、埋立て等の許可を取り消し、又

は埋立て等の工事の全部若しくは一部の停止を命じるものとする。 

(１) 第 13条第１項に規定する変更許可を受けず、第７条第１項第３号から第８号までのいずれ

かに規定する事項を変更した事業者 

(２) 第 13条第２項に規定する変更届出を行わず、第７条第１項第２号又は第９号に規定する事

項を変更した事業者 

(３) 埋立て等の許可を受けず、埋立て等を行った者（その工事を請け負った者又はその下請者

を含む。） 

(４) 偽りその他不正な手段により埋立て等の許可（変更許可を含む。）を受けた者 

２ 町長は、第８条第１項各号に掲げる基準に適合する埋立て等を行わず、若しくは埋立て等の

許可に付した条件を実施しない事業主に対して、埋立て等の許可を取り消し又は相当の期限

を定めて、同号に掲げる基準に適合させるために必要な措置を講ずべき旨若しくはその許可

に付した条件を実施すべき旨若しくは原状回復の措置を命じ、又は原状回復することが著しく

困難である場合に、相当の期限を定めてこれに代わるべき必要な措置を講ずべき旨を命じる

ものとする。 

３ 第７条第３項に該当する場合、埋立て等に係る土地が共有である場合等の理由により事業主

が２者以上であり、それらの者に対して前２項の規定による処分を行おうとする場合で、住所

又は居所の不明な者があるときは、それが明らかな者に対して処分を行うことによりその効力

を生じるものとする。この場合において、その処分を受けた者は、その処分の全部について責

任を負わなければならない。 

（違反事実の公表） 

第 19条 町長は、第 18条第１項又は第２項の規定による埋立て等の許可取り消し等の処分に

従わない者があるときは、その氏名又は名称及び処分の内容を公表することができる。 

（廃止の届出） 
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第 20条 事業主は、埋立て等の工事を廃止したときは、その廃止した日から起算して７日以内

に、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、当該工事が着手されている

埋立て等については、原状回復を原則とする。 

（完了の届出） 

第 21条 事業主は、埋立て等の工事が完了した日から起算して７日以内に、その旨を町長に届

け出なければならない。 

（完了の検査） 

第 22条 町長は、前条の規定による届出があったときは、当該工事が埋立て等の許可の内容

に適合しているかどうかについて、その届出を受けた日から起算して７日以内に検査しなけれ

ばならない。 

２ 町長は、前条の届出に係る検査を行った場合で、埋立て等の工事が埋立て等の許可の内容

に適合していると認めるときは、合格した旨を事業主に対して文書により遅滞なく通知しなけれ

ばならない。 

（委任） 

第 23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第 24条 次の各号の一に該当する者は、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 

(１) 第５条第１項又は第 13条第１項の規定に違反して、埋立て等を行った者 

(２) 第 17条又は第 18条第１項の規定による命令に違反した者 

２ 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 

(１) 第 12条の規定による標識を設置しない者 

(２) 第 13条第２項、第 14条第３項、第 20条又は第 21条に規定する届出をせず、又は虚偽の

届出をした者 

(３) 第 15条第２項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(４) 第 16条第１項に規定する立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

（両罰規定） 

第 25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、同条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に工事が着手された埋立て等については、こ

の条例の規定は、適用しない。 

（施行日前に工事が着工された埋立て等の取扱い） 

３ 町長は、前項の規定によりこの条例の規定が適用されない埋立て等について、この条例の目

的を達成するために、埋立て等を行う者と協議して、その同意を得て必要な措置を講じること

ができる。 


